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A

第23条　略

（規則への委任）

第24条　略

第23条　略

（議会への報告）

第24条　知事は、運営権者について、毎年度、その事業の計画及

び決算に関する書類を作成し、これを鳥取県議会に報告しなけ

ればならない。

（規則への委任）

第25条　略

　　　附　則

　この条例は、平成31年４月１日から施行する。

─
 ₁₉₇ ─

B

議案第４６号

鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

　次のとおり鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の

規定により、本議会の議決を求める。

　　平成31年２月12日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県知事　　平　　井　　伸　　治

　　　鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

　鳥取県営病院事業の設置等に関する条例（昭和39年鳥取県条例第12号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

─
  199  ─



─
 ₁₉₈ ─

A

（経営の基本）　

第２条　略

２　病院事業の用に供する施設（以下「病院」という。）は、次

のとおりとする。

名称 位置 診療科名 病床の種別及び

病床数

鳥取

県立

中央

病院

鳥取

市

内科　脳神経内科　心臓内科

　呼吸器内科　消化器内科　

腎臓内科　血液内科　糖尿

病・内分泌・代謝内科　腫

瘍内科　外科　消化器外科　

呼吸器・乳腺・内分泌外科　

心臓血管外科　脳神経外科　

小児外科　整形外科　形成外

科　精神科　小児科　皮膚科

　泌尿器科　産婦人科　眼科

　耳鼻いんこう科　リハビリ

テーション科　放射線科　病

理診断科　臨床検査科　救急

科　歯科口腔
くう

外科　麻酔科

一般病床　504
床

結核病床　10床
感染症病床　４
床

　略

（経営の基本）　

第２条　略

２　病院事業の用に供する施設（以下「病院」という。）は、次

のとおりとする。

名称 位置 診療科名 病床の種別及び

病床数

鳥取

県立

中央

病院

鳥取

市

内科　神経内科　心臓内科　

呼吸器内科　消化器内科　血

液内科　糖尿病・内分泌・代

謝内科　腫瘍内科　外科　消

化器外科　呼吸器・乳腺・内

分泌外科　心臓血管外科　脳

神経外科　小児外科　整形外

科　形成外科　精神科　小児

科　皮膚科　泌尿器科　産婦

人科　眼科　耳鼻いんこう科

　リハビリテーション科　放

射線科　病理診断科　臨床検

査科　救急科　歯科口腔
くう

外科

　麻酔科

一般病床　504
床

結核病床　10床
感染症病床　４
床

　略

─
 ₁₉₉ ─

B

　　　附　則

　この条例は、平成31年４月１日から施行する。

─
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─
 ₁₉₈ ─

A

（経営の基本）　

第２条　略

２　病院事業の用に供する施設（以下「病院」という。）は、次

のとおりとする。

名称 位置 診療科名 病床の種別及び

病床数

鳥取

県立

中央

病院

鳥取

市

内科　脳神経内科　心臓内科

　呼吸器内科　消化器内科　

腎臓内科　血液内科　糖尿

病・内分泌・代謝内科　腫

瘍内科　外科　消化器外科　

呼吸器・乳腺・内分泌外科　

心臓血管外科　脳神経外科　

小児外科　整形外科　形成外

科　精神科　小児科　皮膚科

　泌尿器科　産婦人科　眼科

　耳鼻いんこう科　リハビリ

テーション科　放射線科　病

理診断科　臨床検査科　救急

科　歯科口腔
くう

外科　麻酔科

一般病床　504
床

結核病床　10床
感染症病床　４
床

　略

（経営の基本）　

第２条　略

２　病院事業の用に供する施設（以下「病院」という。）は、次

のとおりとする。

名称 位置 診療科名 病床の種別及び

病床数

鳥取

県立

中央

病院

鳥取

市

内科　神経内科　心臓内科　

呼吸器内科　消化器内科　血

液内科　糖尿病・内分泌・代

謝内科　腫瘍内科　外科　消

化器外科　呼吸器・乳腺・内

分泌外科　心臓血管外科　脳

神経外科　小児外科　整形外

科　形成外科　精神科　小児

科　皮膚科　泌尿器科　産婦

人科　眼科　耳鼻いんこう科

　リハビリテーション科　放

射線科　病理診断科　臨床検

査科　救急科　歯科口腔
くう

外科

　麻酔科

一般病床　504
床

結核病床　10床
感染症病床　４
床

　略

─
 ₁₉₉ ─

B

　　　附　則

　この条例は、平成31年４月１日から施行する。

─
  201  ─
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